
公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター動物実験委員会規程 
 
（目的） 
第１条 この規程は、公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター動物実験規定の定
めに基づき、本研究センターに動物実験委員会（以下「委員会」という）を置く。 
 
（任務） 
第２条 委員会は、理事長の諮問等に応じて次の各号に掲げる事項を審議又は調査すると
ともに、これらの事項に関して理事長に対し助言又は報告するものとする。 

(1) 動物実験計画の内容に関すること 
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること 
(3) 動物実験施設及び実験動物の飼養保管状況に関すること 
(4) 動物実験に係る教育訓練に関すること 
(5) 動物実験に係る自己点検・評価に関すること 
(6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること 

 
(組織) 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる動物実験委員をもって組織する。 

(1) 専任研究員 1 名以上 
(2) 動物実験室主任 1 名 
(3) 前号に掲げる者のほか、理事長が必要と認めた者 若干名 

 
２ 前項各号に掲げる委員には、文部科学省「研究機関等における動物実験等の実施に関す
る基本指針」に示された次の各号に掲げる者を含むこととする。 

(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 

 
３ 第１項第１号から第３号に掲げる委員は、理事長の同意を得て選出する。 
 
（任期） 
 第４条 前条第１項の委員の任期は１年とする。ただし、再任されることができる。 
 
２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残余期間とする。 
 
（委員長）  
第５条 委員会に委員長を置き、理事長が指名する。 



 
 ２ 委員長は、必要あると認めたとき委員会を招集し、その議長となる。 
 
 ３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 
 
（委員でない者の出席） 
 第６条 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことが 
できる。 
 
（事務） 
第７条 委員会の事務は、事務局において処理する。 
 
（雑則） 
第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。 
 
附則 
1 この規程は、令和 6 年４月１日から施行する。 


